
 
 

「地方公共団体における災害情報等の伝達のあり方等に係る検討会」開催要綱 

 

（目的） 

第１条  本年４月の北朝鮮による人工衛星と称するミサイル発射事案、５月の茨城県等にお

ける突風災害等を踏まえ、地方公共団体における多様な情報伝達手段の整備を促進す

るため、学識経験者、地方公共団体の防災担当者及び関係省庁による「地方公共団体

における災害情報等の伝達のあり方等に係る検討会｣（以下、「検討会」という。）を

開催する。 

 

（検討事項） 

第２条  検討会は、次の事項について調査検討を行う。 

（１）住民への正確・迅速な情報伝達に関する事項 

（２）地域の実情に応じた、多様な情報伝達手段の整備に関する事項 

（３）防災事務に従事する市町村等の職員（消防職員を含む）の能力向上を図るための方策

に関する事項 

 

（検討会） 

第３条 検討会の委員は、学識経験者、地方公共団体及び関係省庁の職員等のうちから、前

条各号に掲げる検討事項の内容に応じて、消防庁国民保護・防災部長が委嘱する。 

２ 検討会に座長を置き、座長は検討会の委員の互選によってこれを選出する。 

３ 座長は、検討会を主宰する。また、座長に事故がある時は、座長の指名する者がその職

務を代理する。 

４ 座長は、必要に応じ、検討会に「オブザーバー」として関係者の出席を依頼し、意見等

を求めることができる。 

５ 検討会については、原則公開・公表とするが、特段の理由がある場合には、委員の過半

数の賛成で非公開とすることができる。 

 

（任期） 

第４条 座長及び委員の任期は、委嘱日から平成２５年３月３１日までとする。 

 

（庶務） 

第５条 検討会の庶務は、消防庁国民保護・防災部防災課国民保護室が処理する。 

 

（補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。 

２ 検討会には、委員の代理者の出席を認める。 

 

附則 この要綱は、平成２４年５月３１日から施行する。 

 

資 料 ３ 



地方公共団体における災害情報等の伝達のあり方等に係る検討会委員名簿 

 

                             （５０音順、敬称略） 

※「○」は座長   

 

荒 井 仁 志  内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付参事官 

市 村 克 典  東京都江東区総務部危機管理課危機管理係長 

今 川 拓 郎  総務省情報流通行政局地域通信振興課長 

荻 澤   滋  自治大学校部長教授 

小 野    清  宮城県仙台市消防局参事（防災担当） 

角   好 陸  内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（事業推進担当） 

関 田 康 雄  気象庁総務部企画課長 

田 島 松  一  消防大学校副校長 

田 中    淳  東京大学総合防災情報研究センター長・教授 

中 村    功  東洋大学社会学部教授 

野 田    徹  国土交通省水管理・国土保全局防災課長 

平 野 公 三  岩手県大槌町総務部長 

星   克 明  総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課重要無線室長 

松 田 明 悦  茨城県つくば市生活環境部危機管理課課長補佐 

松 原 浩 二  兵庫県企画県民部災害対策局長 

山 口 英 樹  消防庁国民保護・防災部防災課長 

○ 吉 井 博 明  東京経済大学コミュニケーション学部教授 

 

                                  合計１７名 

 

 



消防庁においては、次の目標が達成されるよう、都道府県と連携

しながら、市町村の取組を推進する必要がある。

① 情報伝達手段の多重化・多様化の推進

すべての市町村において、地域の実情を踏まえつつ、情報伝

達手段の多重化・多様化を推進することにより、住民が災害関連

情報を確実に受け取ることができるような体制を構築する。

② 迅速性に優れた情報伝達手段の確保

今年度を含め５カ年で（2016年までに）、すべての市町村にお

いて、全国瞬時警報システム（以下「Ｊアラート」という。）による自

動起動が可能な住民への情報伝達手段を確保する。

また、各市町村において、市町村防災行政無線（同報系）に限

らず、できる限り複数の手段についてＪアラートによる自動起動を

可能とするよう努める。

１ 情報伝達手段の整備に関する目標

各市町村において、地域の実情に応じ、各情報伝達手段の特徴を踏まえ、

複数の手段を有機的に組み合わせ、災害に強い総合的な情報提供システム

を構築する。

具体的には、以下のような内容について整備を行う。

① システムの耐災害性の強化

② 緊急速報メールの活用

③ 市町村防災行政無線（同報系）、緊急速報メール等の同報系システムの

効果的な組み合わせ

④ Ｊアラートによる自動起動

⑤ 公共情報コモンズの活用

２ 情報伝達手段の具体的な整備内容

また、整備に当たっては、以下のような事項に留意する。

① 情報の受け手の属性・状況等（災害時要援護者の状況等を含む）、災害

の種別及び各情報伝達手段の伝達範囲

② テレビ・ラジオやワンセグ等、民間事業者やメデイアとの連携

③ 緊急警報放送（テレビ・ラジオ）の普及に向けた広報

④ 各市町村における地域の実情及び情報伝達手段の現状の的確な調査・

分析

⑤ 各情報伝達手段の長所及び短所を踏まえた運用

⑥ プッシュ型（自動的に配信されるタイプ）の手段とプル型（ユーザーが能

動的に引き出すタイプ）の手段との補完体制

⑦ 半鐘、広報車、消防団員等による広報

⑧ 技術の進歩への対応

次のように情報伝達に関する訓練及び試験を充実することが必要である。

① Ｊアラートを活用した住民に対する情報伝達訓練（全国一斉放送等訓練、

緊急地震速報訓練等）

② 情報伝達手段に関する国と地方公共団体が連携した定期的な試験

③ 地方公共団体独自の訓練・試験

３ 情報伝達に関する訓練及び試験

① 日常的な取組

② 訓練等の機会を活用した取組

③ 実際の災害事例を踏まえた取組

４ 情報伝達手段に関する点検及び改善

① 危機感を伝える伝達

② 防災事務従事者への情報の伝達

③ 地方公共団体職員の能力向上による対応力の強化

④ 竜巻に関する注意喚起

５ 情報伝達に関する運用の改善

本年４月の北朝鮮による「人工衛星」と称するミサイル発射事案、５月の茨城県等における竜巻災害等を踏まえ、地方公共団体から住民への確実かつ迅速な
情報伝達について検討し、住民に対する情報伝達手段の整備に関する基本的な考え方について中間取りまとめを行った。

住民に対する情報伝達手段の整備に関する基本的な考え方
【地方公共団体における災害情報等の伝達のあり方等に係る検討会 中間取りまとめ（H24.8）（概要）】
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地方公共団体における住民に対する主な情報伝達手段



各研修所・大学等で実施されている研修について 

 

○自治大学校 

  地方公共団体の管理職研修、課長補佐・係長研修に相当する研修を実施。 

  ３週間～５ヶ月の長期入校研修の中で災害・危機管理に係る講義を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○消防大学校 

 危機管理･防災教育科（実務講習） 

（１）トップマネジメントコース 

   期間：１日間 

   対象：知事及び副知事、市町村長及び副市町村長、危機管理監、消防長等 

   概要：地方公共団体の首長等に対し、大規模災害発生時における対応能力を修得させること

を目的に、危機管理、状況予測型図上訓練の実施・評価・検証を行う。 

（２）危機管理・国民保護コース 

   期間：５日間 

   対象：課長補佐～課長級 

   概要：地方公共団体の危機管理・防災実務管理者・国民保護担当者等に対し、その業務に必

要な知識及び能力を修得させることを目的に、危機管理・防災、国民保護に関する行

政動向、多様な図上訓練、実務研究を実施。 

（３）自主防災組織育成コース 

   期間：５日間 

   対象：担当職員 

   概要：自主防災組織の育成業務を担当する地方公共団体の職員（消防吏員を含む。）に対し、

その業務に必要な知識及び能力を修得させることを目的に、自主防災活動の推進、話

し方技法、多様な図上訓練、事例研究を行う。 

 

 

○市町村職員中央研修所（市町村アカデミー） 

（１）防災と危機管理～減災と災害対応力の向上～ 



   期間：９日間 

   対象：担当職員～課長補佐級 

   概要：地震や風水害等に備えた地域防災力の強化、災害発生時の効果的な情報伝達、住

民・ＮＰＯ・事業者と行政の協働、災害図上訓練等に関する講義、演習等により、

自治体における災害対応力、危機対応力を養成。 

（２）大災害と自治体～東日本大震災からの教訓と実践～ 

   期間：５日間 

   対象：係長～課長級 

   概要：①防災に関する基礎知識等の習得に加え、地域住民との連携した防災啓発、防災

マップと災害図上訓練などを実践的に学ぶとともに、地域医療とボランティア

活動の実際とその課題点について、被災地の現場からの生の声を聞く。 

      ②防災に関する基礎知識等の習得に加え、地域防災計画の見直し、復興計画とま

ちづくりについて学ぶとともに、避難所運営の実際と課題や応援自治体の活動

について被災地の現場からのお話を予定しています。また、地域住民と連携し

た防災啓発について学び、実際にグループ演習として地域向けの防災啓発プロ

グラムを作成していただくとともに、防災マップと災害図上訓練（ＤＩＧ）な

どの実践的な学習プログラムも実施。 

（３）市町村長防災特別セミナー 

期間：２日間 

対象：市町村長 

概要：東日本大震災からの様々な教訓を今後に活かしていくため、防災・医療の専門家

による講演、自治体の首長による講演、参加した市町村長の意見交換を実施。 

（４）管理職のための危機管理～多様な危機への対処術～ 

期間：３日間 

対象：係長級～課長級 

概要：緊急時におけるマネジメントや具体的な広報・マスコミ対策、さらに不祥事・行

政対象暴力・災害等の多様な危機管理への対処術を講義・演習をとおして学び、

管理職に求められる危機管理能力の増進を図る。 

 

 

○全国市町村国際文化研修所（国際文化アカデミー） 

（１）政策実務系研修 地域防災力の向上 

   期間：３日間 

   対象：40 名 

   概要：地域が一体となり、地域防災力を高め、災害時に最新の災害情報を共有して的確な対

応や避難行動がとれるよう、実効性のある仕組みづくりについて考える。 

（２）政策実務系研修 災害直後の市町村の対応 

   期間：３日間 

   対象：40 名 

   概要：地域の住民の命と生活を守るために、災害直後の市町村の対応として、どのようなこ



とを日頃から想定し、準備しておけばよいのか、多角的な視点から初動対応のマネジ

メントについて考える。 

（３）政策実務系研修 緊急時における情報発信のあり方 

   期間：３日間 

   対象：40 名 

 概要：危機管理について理解を深め、突発的な大事故や不測の事態発生時において、被害の

拡大を防ぐために、住民に対し、どのようにすれば、迅速で正確な情報発信を効果的

に行えるのか、危機管理や情報提供の体制整備、マスコミとの連携方法、ICT の活用

等について、課題を整理した上で、具体的な方策を考える。 

 

 

○人と防災未来センター 

（１）災害対策専門研修「トップフォーラム」 

   期間：半日（午後）もしくは１日間 

   対象：知事、市町村長、市町村防災担当幹部、都道府県幹部職員等 

   概要：今後発生する災害に対し、自治体のトップに求められるリーダーシップや目標管理型

の災害対応の必要性などについて講義及び演習を通じて、各都道府県との共催による

自治体の危機管理について実践する。 

（２）災害対応専門研修「マネジメントコース・ベーシック」 

   期間：４日間 

   対象：地方自治体の防災・危機管理担当部局の職員のうち経験年数の浅い者 

   概要：災害のメカニズムや阪神・淡路大震災の経験を踏まえた各部門の災害対策のあり方な

ど基礎的な事項について体系的に学習する。 

（３）災害対応専門研修「マネジメントコース・エキスパート」 

   期間：４日間 

   対象：地方自治体の防災・危機管理担当部局の職員（ベーシック修了者または同等の知識を

有する者） 

   概要：災対対応の具体的事例や演習などを通して、大規模災害発生時に各種の対応が同時並

行的に展開する状況を横断的・総合的にとらえ、これに対処する能力の向上をめざす。 

（４）災害対応専門研修「マネジメントコース・アドバンスト／特設「防災監・危機管理監コース」」 

   期間：２日間 

   対象：地方自治体の防災・危機管理担当部局の職員のうち、災害対策本部の中有各的な役割

を果たそうとする者、防災監・危機管理監、防災部局の長等 

   概要：大規模災害発生時に政策的な判断を迫られる事項等について演習・講義等で学び、地

方自治体のトップを補佐する者としての能力の向上をめざす。 

（５）図上訓練を用いた災害対策本部運営・広報コース 

   期間：２日間 

   対象：地方自治体の防災担当者（防災・広報部局）  

   概要：仮想地域における直下型地震のシナリオを用いて、地方自治体の広報を含めた災害対

策本部運営のあり方と、マスコミを活用した能動的な広報活動について習得する。 


